
も く じ
はじめに   4

これって選
せん

挙
きょ

違
い

反
はん

になる？ならない？

びっくり選挙違反クイズ   6

有名人の立
りっ

候
こう

補
ほ

者
しゃ

は当選しやすい？   32
コラム

01
キュー

選挙公約（マニフェスト）ってなに？   12

02
キュー

選挙公約はどうやって知ることができるの？   14

03
キュー

選挙運動はだれでもできるの？   16

04
キュー

どうやって選挙の日時や自分の行く投票所がわかるの？   20

05
キュー

投票日に行けない場合はどうするの？   22

06
キュー

投票所に行ったらどうすればいいの？   24

07
キュー

投票所にいる人たちはだれ？   26

08
キュー

投票したい人がいなかったらどうするの？   28

09
キュー

選挙の結果はどうやって知ることができるの？   30

選
せん

挙
きょ

権
けん

ってなに？

第 章1

※この本では、文章中の重要な語
ご
句
く
やポイントとなる表

ひょう
現
げん
を太字で示

しめ
しています。内

ない
容
よう
の理

り
解
かい
を助ける目印としてご活用ください。

※選挙に関する規
き
制
せい
や数字は、特に断

ことわ
りのない限

かぎ
り2025(令和7)年9月現

げん
在
ざい
の法

ほう
律
りつ
にもとづいています。
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さくいん   63

若
わか
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とう
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びっくり選挙違反クイズ
これって選

せん

挙
きょ

違
い

反
はん

に

ほかの立
りっ

候
こう

補
ほ

者
しゃ

の
ポスターをはがした1

指定された場所にほかの立
りっ

候
こう

補
ほ

者
しゃ

のポスター
が貼

は

ってあったので、その場ではがして自分
のポスターを貼った。

ポスターと同じTシャツや
うちわを作った

3

ポスターと同じ立
りっ

候
こう

補
ほ

者
しゃ

の名前と顔写真がプ
リントされたTシャツやうちわを作り、ス
タッフに使ってもらった。

掲
けい

示
じ

板
ばん

に自分以外の
ポスターを貼

は

った4
自分の掲

けい

示
じ

スペースに、自分の写真や名前で
はなく、他人の写真と名前を大きく載

の

せたポ
スターを貼

は

った。

なる？ ならない？

無関係なポスターで
掲
けい

示
じ

板
ばん

を占
せん

拠
きょ

した2
ポスターの掲

けい

示
じ

スペースを買い取り、選挙に関
係のないポスターを大量に貼

は

って、選
せん

挙
きょ

掲
けい

示
じ

板
ばん

をジャックした。

選挙ポスター 編
へん

76

びっくり選挙違反クイズ
選挙は「公

こう

職
しょく

選
せん

挙
きょ

法
ほう

」という法
ほう

律
りつ

によって、禁
きん

止
し

されていることがあります。
中には「これが違

い

反
はん

になるの !?」とびっくりするようなことも。
違反になるのか、ならないのか、それともどちらでもないのか、
クイズに挑

ちょう

戦
せん

してみましょう。
立
りっ

候
こう

補
ほ

者
しゃ

になったつもりで
考えましょう！

選挙ポスターの
顔写真を加工した5

選挙ポスター用の写真でしわやしみが気に
なったので、肌

はだ

をきれいに加工したポスター
を作り、掲

けい

示
じ

した。

夜中に
ライブ配信をした7

夜 11 時以
い

降
こう

にインターネットでライブ配信
を行い、有

ゆう

権
けん

者
しゃ

に政
せい

策
さく

を訴
うった

えたり交流をした
りした。

嫌
いや

な人を
落選させようとした8

当選してほしくない立
りっ

候
こう

補
ほ

者
しゃ

に対して「この人
に投票しないで！」と S

エス

N
エヌ

S
エス

などで呼
よ

びかけた。

6

政
せい

見
けん

放
ほう

送
そう

で自分の営
えい

業
ぎょう

用
よう

の
S
エス

N
エヌ

S
エス

を宣
せん

伝
でん

をした
政
せい

見
けん

放
ほう

送
そう

で「S
エス

N
エヌ

S
エス

を見てください」と、Q
キュー

R
アール

コードなどを使って選挙とは無関係な自分の
営
えい

業
ぎょう

用
よう

の SNS を宣
せん

伝
でん

した。 

無関係なポスターで
掲
けい

示
じ

板
ばん

を占
せん

拠
きょ

した テレビ・ネット 編
へん

76
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選挙公約とは、政
せい

党
とう

や立
りっ

候
こう

補
ほ

者
しゃ

が当選したあ
とに実行を約束することをいいます。マニフェ
ストも同じような意味ですが、選挙公約が「抽

ちゅう

象
しょう

的
てき

な努力目標」であるのに対し、マニフェス
トは具体的な政

せい

策
さく

目
もく

標
ひょう

を示
しめ

します。
マニフェストでは、ひとつの政策について「い
つまでに（実

じっ

施
し

期
き

限
げん

）」「どのお金を使って（財
ざい

源
げん

）」「どうやって（方法）」「どうする（数
すう

値
ち

目
もく

標
ひょう

）」などをはっきりと書きます。有
ゆう

権
けん

者
しゃ

にとっ
ては、公約の中身や計画がわかりやすく示され
ているので、選挙後に実

じつ

現
げん

されたかどうかを確
たし

かめやすくなります。政党や立候補者も、約束
した内

ない

容
よう

を実行する責
せき

任
にん

が強まり、政策を大切
にする政

せい

治
じ

が行われやすくなります。

2025（令和 7）年の参議院選
挙で出された自

じ

民
みん

党
とう

（左）と
立
りっ

憲
けん

民
みん

主
しゅ

党
とう

（下）の選挙公約
の一部。「2030年度に賃

ちん

金
ぎん

が約
100万円増

ぞう

加
か

」や「食料品消
しょう

費
ひ

税
ぜい

0％」など、具体的な期
き

限
げん

や数
すう

値
ち

を提
てい

示
じ

しています。

実
じつ

現
げん

が可
か

能
のう

な具
ぐ

体
たい

策
さく

を提
てい

示
じ

する解
かい

説
せつ

1

選挙公約（マニフェスト）って
なに？
政
せい

党
とう

や立
りっ

候
こう

補
ほ

者
しゃ

が
選挙前に掲

かか

げる約束です

キュー

エー

01

公約が具体的だから、
守られたかどうかも
検
けん

証
しょう

しやすいよね。

［自
じ

民
みん

党
とう

と立
りっ

憲
けん

民
みん

主
しゅ

党
とう

の選挙公約（マニフェスト）］

1312

インターネットでの選挙運動が広まる中で、
選挙公約やマニフェストの役

やく

割
わり

や特
とく

徴
ちょう

も変
わってきました。 X

エックス

や I
インスタグラム

nstagram などを通じ
て情

じょう

報
ほう

がすぐに広がり、コメントやメッセージ
機
き

能
のう

を使って、立
りっ

候
こう

補
ほ

者
しゃ

と有
ゆう

権
けん

者
しゃ

が気軽にやり
取りできるようになったことで、有権者の声が
マニフェストに反

はん

映
えい

されやすくなっています。
さらに、「いつ、だれがどんな発言をしたのか」

といった過
か

去
こ

の情報も記録に残りやすくなった
ため、立候補者や政

せい

治
じ

家
か

には、これまで以上に
発言への責

せき

任
にん

がもとめられています。
こうした変化に対

たい

応
おう

するために、政
せい

党
とう

や立候
補者は、有権者の意見やネット上の反

はん

応
のう

をふま
えて、マニフェストをより工夫して作っていく
ことが必要です。

ネット選挙ならではのマニフェストの重
じゅう

要
よう

性
せい

解
かい

説
せつ

2

S
エス

N
エヌ

S
エス

で素
す

早
ばや

く広めるた
めに、1 分以内の動画や
短い文章で発信される。
が、その一方、イメージ
が先行して踏

ふ

み込
こ

んだ内
ない

容
よう

にはふれられにくい。

広く早く拡
かく

散
さん

される
ことが重要になる

S
エス

N
エヌ

S
エス

上に内
ない

容
よう

が残るた
め、公約が守られたかの
確
かく

認
にん

がしやすい。違
い

反
はん

が
あるとすぐに広まり、信

しん

頼
らい

を失うことも。

公
こう

約
やく

違
い

反
はん

を
検
けん

証
しょう

しやすい
マニフェストを作る前に
S
エス

N
エヌ

S
エス

で有
ゆう

権
けん

者
しゃ

の声を募
つの

っ
たり、選挙中でも世

よ

論
ろん

に
合わせて内

ない

容
よう

を追加・補
ほ

足
そく

したりできる。

有
ゆう

権
けん

者
しゃ

がマニフェスト
作りに参加しやすい

若
わか

者
もの

向
む

け・高
こう

齢
れい

者
しゃ

向
む

けな
ど年代に合わせてマニ
フェストが作られ、それ
ぞれの世代にわかりやす
く伝えることができる。

年代ごとの
マニフェストが作られる

社
しゃ

会
かい

保
ほ

障
しょう

●年金の給
きゅう

付
ふ

水
すい

準
じゅん

を上げる 公
こう

明
めい

党
とう

●年金を引き上げる 共
きょう

産
さん

党
とう

年金

●医
い

療
りょう

費
ひ

を年間 4 兆円以上減
へ

らす
　 日

に

本
ほん

維
い

新
しん

の会
かい

● 75 歳
さい

以上の高
こう

齢
れい

者
しゃ

の医
い

療
りょう

費
ひ

負
ふ

担
たん

を 1 割
わり

から
　原
げん

則
そく

2 割にする（現
げん

役
えき

世
せ

代
だい

の社
しゃ

会
かい

保
ほ

険
けん

料
りょう

軽
けい

減
げん

）
　 国

こく

民
みん

民
みん

主
しゅ

党
とう

医
い

療
りょう

費
ひ

●正
せい

規
き

・非
ひ

正
せい

規
き

の格
かく

差
さ

を縮
ちぢ

める、最
さい

低
てい

賃
ちん

金
ぎん

を
　引き上げる 自

じ

民
みん

党
とう

その他

経
けい

済
ざい

・財
ざい

政
せい

●食料品の消
しょう

費
ひ

税
ぜい

を 0％にする
　 立

りっ

憲
けん

民
みん

主
しゅ

党
とう

、日
に

本
ほん

維
い

新
しん

の会
かい

、社
しゃ

民
みん

党
とう

、日
に

本
ほん

保
ほ

守
しゅ

党
とう

●消
しょう

費
ひ

税
ぜい

を減
へ

らす、廃
はい

止
し

する
　 れいわ新

しん

選
せん

組
ぐみ

、参
さん

政
せい

党
とう

、共
きょう

産
さん

党
とう

消
しょう

費
ひ

税
ぜい

●全国民に 2 万円給付 自
じ

民
みん

党
とう

、公
こう

明
めい

党
とう

現
げん

金
きん

の給付

年
ねん

収
しゅう

の壁
かべ

※

●所
しょ

得
とく

税
ぜい

、住
じゅう

民
みん

税
ぜい

が発生する年
ねん

収
しゅう

の壁
かべ

を
　178 万円に引き上げる 国

こく

民
みん

民
みん

主
しゅ

党
とう

●社
しゃ

会
かい

保
ほ

険
けん

料
りょう

が発生する 130 万円の年
ねん

収
しゅう

の壁
かべ

で
　手取りが減

へ

らないよう給付する 立
りっ

憲
けん

民
みん

主
しゅ

党
とう

［S
エス

N
エヌ

S
エス

におけるマニフェストの特
とく

徴
ちょう

］

［主なテーマと各
かく

党
とう

の公約の違
ちが

い（2025 年参議院選挙）］

※税
ぜい

金
きん

や社
しゃ

会
かい

保
ほ

険
けん

料
りょう

を負
ふ

担
たん

しなくてはいけなくなる年
ねん

収
しゅう

額
がく

の境
さかい

目
め

のこと
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［投票所で働く人たち］

M版 DIC 173（グリ ン）2C

投票所で仕事をする人は、選挙管理委員会に
よって選ばれます。多くは自治体の職

しょく

員
いん

や、臨
りん

時
じ

で採
さい

用
よう

されたアルバイトの人たちです。選挙
管理委員会は、選挙が公平に行われるように、
いろいろな仕事をする公的な機関です。たとえ
ば、ポスター掲

けい

示
じ

板
ばん

の設
せっ

置
ち

や投
とう

票
ひょう

所
じょ

入
にゅう

場
じょう

券
けん

の発
送などのほか、右のような仕事もあります。
委員になる人は、特定の職

しょく

業
ぎょう

に限
かぎ

らず、地
ち

域
いき

で信
しん

頼
らい

されている人が選ばれます。たとえば元
教員や町内会の代表、会

かい

社
しゃ

経
けい

営
えい

者
しゃ

、弁
べん

護
ご

士
し

や税
ぜい

理
り

士
し

などです。特定の政
せい

党
とう

にかたよらないよう
に選ばれるのが原

げん

則
そく

です。選挙管理委員会には、

国、都道府県、市区町村の 3種類があり、そ
れぞれ担

たん

当
とう

する選挙が違
ちが

います。ただし、同じ
日に複

ふく

数
すう

の選挙が行われることも多いため、そ
の場合は、協力して仕事を進めていきます。

選挙の公正を守る選挙管理委員会解
かい

説
せつ

1

投票所にいる人たちはだれ？

選挙管理委員会や市区町村の
職
しょく

員
いん

などですエー

キュー 07

投票管理者

選挙人の確
かく

認
にん

、投票用
紙の交付など事

じ

務
む

全
ぜん

般
ぱん

を管理する。また、投
票箱の運

うん

搬
ぱん

も行う。

投
とう

票
ひょう

所
じょ

入
にゅう

場
じょう

券
けん

と選
せん

挙
きょ

人
にん

名
めい

簿
ぼ

を照らし
合わせて、本人かどうか確

かく

認
にん

する。

投票立会人

投票が公正に行
われるよう、投
票の手続きや投
票箱の運

うん

搬
ぱん

など
に立ち会う。

選挙管理委員会の主な仕事
●　選挙の準

じゅん

備
び

と運
うん

営
えい

●　選
せん

挙
きょ

人
にん

名
めい

簿
ぼ

の管理
●　不

ふ

在
ざい

者
しゃ

投
とう

票
ひょう

の受付
●　選挙の大切さを広める活動
●　検

けん

察
さつ

審
しん

査
さ

員
いん

・裁
さい

判
ばん

員
いん

の候
こう

補
ほ

予
よ

定
てい

者
しゃ

名
めい

簿
ぼ

の作成

投
とう

票
ひょう

事
じ

務
む

従
じゅう

事
じ

者
しゃ

投票者の案内、高
こう

齢
れい

者
しゃ

や車いすを使用し
ている人の手助けな
どをする。

投
とう

票
ひょう

所
じょ

入
にゅう

場
じょう

券
けん

をもって来なかった人の住
所、氏名、生年月日の確

かく

認
にん

の手伝いや、代
理投票の補

ほ

助
じょ

などを行う。

受付係 名
めい

簿
ぼ

対
たい

照
しょう

係
がかり

選
せん

挙
きょ

人
にん

名
めい

簿
ぼ

の確
かく

認
にん

が終
わった人に、投票用紙
を 1枚

まい

ずつ交付する。

投票用紙交付係

相談係

26

［投票所で働く人たちのタイムスケジュール］
選挙当日の投票所で働いているのは、主に市区町村の職

しょく

員
いん

です。その 1日のタイムスケジュー
ルをわかりやすくまとめてみました。

投票台や受
うけ

付
つけ

机
づくえ

、案
あん

内
ない

表
ひょう

示
じ

、
投票箱や投票用紙の準

じゅん

備
び

など
投票所内の設

せつ

営
えい

を行う。

所に集合・投票所 準
じゅん

備
び

開
かい

始
し

6:30ごろ 20:00

最後の投票者が帰ったら投票所の入り口を閉
し

めて、
投票箱の封

ふう

をして、記録などを整理。運
うん

搬
ぱん

係
がかり

の担
たん

当
とう

職
しょく

員
いん

が、投票箱を開票所へ運ぶ。ほかの職員は開票
所へ移

い

動
どう

。

投票締締
し

め切
き

り

投票所の運
うん

営
えい

が止まらな
いように、職

しょく

員
いん

は交代で
食事をとる（休

きゅう

憩
けい

時
じ

間
かん

は
20～ 30分程

てい

度
ど

）。

や夕食・昼食や 休
きゅう

憩
けい

は交代で

ひっきりなしに来る有
ゆう

権
けん

者
しゃ

の対
たい

応
おう

。高
こう

齢
れい

者
しゃ

や障
しょう

が
いのある人へのサポー
ト、本

ほん

人
にん

確
かく

認
にん

、投票方法
の説明などを行う。

投票対対
たいた

応
おう

と案内

午前～午後

すべての結果が確
かく

認
にん

されてから解
かい

散
さん

。開票作業が長
引くと、深夜 0時～ 1時、場合によってはそれ以

い

降
こう

になることも。

終
しゅう

了了
りょう

・解
かい

散
さん

選挙管理委員会が管理する
選
せん

挙
きょ

人
にん

名
めい

簿
ぼ

とは

有
ゆう

権
けん

者
しゃ

が投票するためには、選
せん

挙
きょ

人
にん

名
めい

簿
ぼ

に登録
されている必要があります。選挙人名簿とは、
市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿で、
住
じゅう

民
みん

基
き

本
ほん

台
だい

帳
ちょう

をもとに作成され、3カ月ごとと
選挙時に更

こう

新
しん

されます。

開始投票開
投票立会人のもと、最初に来た有

ゆう

権
けん

者
しゃ

に、投票箱の
中がカラであることを確

かく

認
にん

してもらい、その後、投
票箱に鍵

かぎ

をかけ、投票がスタート。受付、名
めい

簿
ぼ

の確認、
投票用紙の交付、案内など、各自の仕事をこなす。

7:00

開票所に集まった職
しょく

員
いん

や専
せん

門
もん

の開票立会人により、
開票作業がスタート。手作業で投票用紙を分類し、
集計機で読み取って確

かく

認
にん

する。（→ 30ページ）

所へ開票所 移
い

動
どう

・開票作業

深夜 

写真：毎日新聞社 /アフロ
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立
りっ

候
こう

補
ほ

したらどんなことに
いくらぐらいお金がかかるの ?
供
きょう

託
たく

金
きん

をはじめ、いろいろな費
ひ

用
よう

が
かかりますが、上

じょう

限
げん

は決まっています

キュー

エー

14

選挙にかかる費
ひ

用
よう

は、選挙の種類や地
ち

域
いき

、選
挙区の規

き

模
ぼ

によって大きく変わります。たとえ
ば、市議会議員選挙なら総

そう

額
がく

で300万円以上。
参議院選挙では 5,000 万円以上かかるともい
われています（→47ページ）。
立
りっ

候
こう

補
ほ

すると、まず必要になるのが「供
きょう

託
たく

金
きん

」
です。これは法

ほう

務
む

局
きょく

に一時的に預
あず

けるお金で、
選挙ごとに額が法

ほう

律
りつ

で決まっています（下表参

照）。選挙で一定の得
とく

票
ひょう

数
すう

を得
え

られれば返
へん

却
きゃく

さ
れますが、得票数が足りないと没

ぼっ

収
しゅう

されます。
供託金の制

せい

度
ど

には、無
む

責
せき

任
にん

に立候補しようとす
る人を減

へ

らして、真
しん

剣
けん

に当選をめざす人に公平
な機会を与

あた

える役
やく

割
わり

や、選挙を「名前と顔を知っ
てもらうだけの売

ばい

名
めい

行
こう

為
い

」に使わせないという
大切な役割があります。

まずは立
りっ

候
こう

補
ほ

のときに供
きょう

託
たく

金
きん

を支
し

払
はら

う解
かい

説
せつ

1

［供
きょう

託
たく

金
きん

の金
きん

額
がく

］
選挙の種類 供

きょう

託
たく

金
きん

供託金が没
ぼっ

収
しゅう

される得
とく

票
ひょう

数
すう

、またはその没
ぼっ

収
しゅう

額
がく

衆
しゅう

議
ぎ

院
いん

小選挙区 300 万円 有
ゆう

効
こう

投
とう

票
ひょう

総
そう

数
すう

× 1/10 未満

衆議院比
ひ

例
れい

代
だい

表
ひょう

立
りっ

候
こう

補
ほ

者
しゃ

1 名につき 600 万円 ※ 1 没収額 = 供託額ー（300 万円×重
ちょう

複
ふく

立
りっ

候
こう

補
ほ

者
しゃ

のうち
小選挙区の当選者数 +600 万円×比例代表の当選者数× 2）

参議院比例代表 立候補者 1 名につき 600 万円 没収額 = 供託額ー 600 万円×比例代表の当選者数× 2

参議院選挙区 300 万円 有効投票総数÷その選挙区の議員定数× 1/8 未満

都道府県知事 300 万円 有効投票総数× 1/10 未満

都道府県議会 60 万円 有効投票総数÷その選挙区の議員定数× 1/10 未満

指定都市の長 240 万円 有効投票総数× 1/10 未満

指定都市議会 50 万円 有効投票総数÷その選挙区の議員定数× 1/10 未満

その他の市区の長※ 2 100 万円 有効投票総数× 1/10 未満

その他の市区の議会※ 2 30 万円 有効投票総数÷その選挙区の議員定数× 1/10 未満

町村長 50 万円 有効投票総数× 1/10 未満

町村議会 15 万円 有効投票総数÷その選挙区の議員定数× 1/10 未満

東京都議会選挙を例に挙げると、1人当たり 60万円の供
きょう

託
たく

金
きん

が必要で、これまでに 2017（平成 29）年は 33人、
2021（令和 3）年には 42人の供託金が没

ぼっ

収
しゅう

されています。

出典 :総務省ホームページ「なるほど !選挙」

※1　立
りっ
候
こう
補
ほ
者
しゃ
が重

ちょう
複
ふく
立
りっ
候
こう
補
ほ
者
しゃ
である場合は、

比
ひ
例
れい
代
だい
表
ひょう
の供

きょう
託
たく
金
きん
は300 万円となります

※2　ここでいう「市区」の「区」は東京 23区を指します

没
ぼっ

収
しゅう

された供
きょう

託
たく

金
きん

は、
国
こく

政
せい

選挙なら国庫、
地方選挙なら地方自治体に

おさめられます。

4544

供
きょう

託
たく

金
きん

以外にもお金はかかります。「選挙の
七つ道具」（→ 36ページ）は無料でもらえま
すが、これらに立

りっ

候
こう

補
ほ

者
しゃ

の名前を印刷したり、
掲
けい

示
じ

用
よう

に仕上げたりする費
ひ

用
よう

は自
じ

己
こ

負
ふ

担
たん

です。
選挙運動を手伝うスタッフは基

き

本
ほん

的
てき

にボラン
ティアですが、弁

べん

当
とう

代
だい

や交
こう

通
つう

費
ひ

は立候補者が負
ふ

担
たん

します。地
ち

域
いき

が広い選挙区では、ガソリン代
や移

い

動
どう

費
ひ

も必要です。
中でも一番の出

しゅっ

費
ぴ

は、ポスターやビラ、はが
きなど「顔と名前を知ってもらうため」の広

こう

告
こく

費
ひ

用
よう

です。印刷代や送料、ポスターを貼
は

るスタッ
フの人

じん

件
けん

費
ひ

もふくまれます。

ボランティアにも交
こう

通
つう

費
ひ

や弁
べん

当
とう

代
だい

はかかる解
かい

説
せつ

2

［選挙運動にかかるお金］

事
じ

務
む

所
しょ

や携
けい

帯
たい

電
でん

話
わ

のネッ
ト回線使用料、通話料

通
つう

信
しん

費
ひ

立
りっ

候
こう

補
ほ

者
しゃ

、スタッフた
ちの弁

べん

当
とう

・おやつ代（弁
当は1食1500円、
1人1日3食まで、
おやつは1人1 日
1000 円まで）

食
しょく

費
ひ

決められた金
きん

額
がく

までは公
こう

費
ひ

（無料）、それ以上
は立

りっ

候
こう

補
ほ

者
しゃ

の負
ふ

担
たん

となる

選挙ポスターの印
いん

刷
さつ

費
ひ

選挙管理委員会が設
せっ

置
ち

した掲
けい

示
じ

板
ばん

に貼
は

るため
の、両面テープやのりの代金

ポスターを貼
は

るための文具代

街
がい

頭
とう

演
えん

説
ぜつ

や演説会などで配られるチラシ等の作
成、印

いん

刷
さつ

費
ひ

用
よう

。一部は公
こう

費
ひ

で支
し

払
はら

われる

チラシ、冊
さっ

子
し

の作成、印
いん

刷
さつ

費
ひ

ボランティア以外の人た
ちへの日当（上

じょう

限
げん

は1人
1日あたり2万円まで）

人
じん

件
けん

費
ひ

ホームページやS
エス

N
エヌ

S
エス

の制
せい

作
さく

、維
い

持
じ

費
ひ

、動画の撮
さつ

影
えい

、
編
へん

集
しゅう

費
ひ

ネット媒
ばい

体
たい

の作
さく

成
せい

費
ひ

演
えん

説
ぜつ

や連
れん

呼
こ

に使うスピー
カー、マイク、電

でん

源
げん

（バッ
テリー）のほか、車の上
に設
せっ

置
ち

するお立ち台など

選挙カー作
さく

成
せい

費
ひ

スタッフが使用する自動
車のガソリン代（選挙カー
は公
こう

費
ひ

なのでかからない）

ガソリン代

名前が書かれたたすきや
道路で演

えん

説
ぜつ

するときのお
立ち台、スタッフが着る
ジャンパーなど

遊説代

事
じ

務
む

所
しょ

費
ひ

用
よう

選挙期間中の家
や

賃
ちん

、デスクや応
おう

接
せつ

セット、パ
ソコン、プリンターなどの購

こう

入
にゅう

、レンタル代

事
じ

務
む

所
しょ

看
かん

板
ばん

の作
さく

成
せい

費
ひ

選挙の七つ道具のひとつ「選
せん

挙
きょ

事
じ

務
む

所
しょ

の標札」
を掲
けい

示
じ

する看
かん

板
ばん

美声きよ子 美
声
き
よ
子美

声
き
よ
子

く
に
子

4544


